
耕畜連携対策の基本的考え
（耕畜連携水田活用対策事業）

＜基本的考え方＞
・水田における飼料作物の生産は飼料自給率の向上や国土資源の有効活用を図る観点からみて重要な取組。
・地域によって水田飼料生産の取り組みが多様。また、稲作経営と畜産経営の結びつきも様々。効果的な生産振興のためには、地域の実状
にあった取組を推進する必要。
・そのため、水田飼料作物の生産性向上等に資する取組を地域ぐるみで取り組む場合に、その必要経費を支援し、地域が一体となって水田
飼料作物生産を振興。
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国

地域の水田における飼料増産

・地域における水田飼料作物生産に係る調整活動
・排水条件の改良等、生産条件の改善等基盤整備
・共同利用による高性能機械導入等機械整備
・放牧の実施に必要な家畜等の導入

・望ましい生産利用方式の取組の推進

等

（但し１３千円/10aを上限）

・水田における飼料作物生産は、地域によって利用する草種や利
用調製方式等が多様で、稲作経営と畜産経営の結びつきも様々。

稲発酵粗飼料 水田放牧 牧草やトウモロコシ

助成金の支払い

・地域自らの裁量による生産性向上等に必要な取組を支援

計画の審査、認定 等

・飼料増産に資する幅広い取組が可能

・地域ぐるみの取組で幅広い効果を期待

より一層、水田における飼料作物
の生産を振興するために見直し

・自らの裁量による取組の推進

○取組面積助成

○生産振興助成

都道府県水田農業
推進協議会

基金
・地域水田農業推進協議会

・ＪＡ ・生産集団 ・生産者 等

地域水田農業推進協議会

水田における飼料作物生産
計画を策定

＜助成金の使途＞
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耕畜連携対策の具体的内容
（耕畜連携水田活用対策事業）

牧草等

（団地化）

稲
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水
田
放
牧

（単価）

（面積）

生産性の向上や生産コストの
低減、作付規模の拡大等の取
組を支援

稲発酵粗飼料
水田放牧

牧草やトウモロコシ

地域の水田状況に適した
飼料生産

地域の創意工夫を活かした飼料生
産振興を支援

・地域の創意工夫により単価を設定

（現行対策） （新規対策）

引き続き、産地づくり交付金において麦・大
豆と同様に飼料作物に対しても支援

（
加
算
部
分
）（
基
本
部
分
）

産地づくり交付金
（麦・大豆・飼料作物）

（上限１３千円/10a）

（補助率 定額、１/２以内）

①生産振興助成

②取組面積助成
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